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流域の統合的管理システムの論点整理

竹門・中村・久・深町委員「流域の統合的管理システム」論点整理

第81回淀川水系流域委員会 20080630

１）河川環境保全

２）総合的治水対策

３）総合土砂管理

４）利水・渇水対策

５）環境影響評価

必要性 課題

１）統合的管理システムの構築手順

２）流域の情報集約・公開システムの構築

３）私権制限を伴う流域対策

４）狭窄部上流域の特例

５）省庁間・自治体間の調整

６）河川整備基本方針の改訂
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流域の統合的管理システムの必要性

竹門・中村・久・深町委員「流域の統合的管理システム」論点整理

第81回淀川水系流域委員会 20080630

「治水と利水を柱とした旧河川法下での河川整備の方針
では，河川生態系・湖沼生態系・沿岸生態系の劣化を止

められない」との現状認識から，1997年公布の新河川法
では環境保全を目的とした河川管理・整備ができるよう
に改正された．これと機を一にして，1999年の食料・農
業・農村基本法や海岸法，2001年の森林・林業基本法，
2003年の自然再生推進法，2005年の特定外来生物法など
が制定された．したがって，山から海までの生態系の保
全を目的とした流域的な対策を計画するための社会的機
運は整いつつある．流域の統合的管理の必要性として，
これまで提案された論点は以下のように整理することが
できる
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1）河川環境保全

好適な河川環境を保全・再生する上で，管理区間内の局所

的な対策には限界があることは過去の事例からも明らかであ

る．河川集水域全体を対象として，山地の砂防，森林管理，

農業用・排水，上・下水道，都市域のノンポイントソース負

荷などを一体的に捉え，土砂・流量・流況・位況・水質・生

物移動などの整合性をはかる必要がある．また，河川環境保

全の要請項目を整理し，流域全体の管理目標を立て，その実

現方法を総合的に検討する必要がある．さらに，Space for 

River（川のための空間）を確保するため，河川を「ひろげ

る」対策を展開するには，堤内の土地の買い上げや転用が必

要であり，農業用・排水，上・下水道などとの連携も求めら

れる．

竹門・中村・久・深町委員「流域の統合的管理システム」論点整理

第81回淀川水系流域委員会 20080630
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２）総合的治水対策

いつ，どのような規模の洪水が発生するかわからないこ

とを前提として，人命を守ることを最優先とした治水対策

を実現するためには，流下能力に偏重した治水安全度の評

価・対策から，地域の被害軽減能力による治水安全度の評

価・対策へ転換する必要がある．そもそも，淀川水系河川

整備基本方針に掲げられた基本高水のピーク流量のすべて

を河道とダム貯留施設で担うことは，費用と環境保全の両

面から非現実的である．この両面からダムに頼らない治水

対策が強く求められている現社会情勢の下では，下流河道

では流下能力を高め，上中流域では河道内外での貯留能力

の向上を計り，氾濫原域では耐水対策を軸とした被害の回

避・軽減対策を進めることが現実的な方針である．
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Ex. 治水対策としての４ダムの妥当性に再検討の余地あり．
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３）総合土砂管理

水を安全に流すことを基本理念に計画されてきた現在の

河道縦断，横断形状は，土砂の侵食・移動・堆積のための

空間的余裕が必ずしも十分確保されているとは言えない．

土砂動態の観点から流域全体の現状を把握するとともに，

地震や増水時に起きる現象を予測し，引き堤や高水敷の掘

削などによる安全確保を検討する必要がある．河道に流水

や土砂が自由に動ける場を設けることは，「川が川をつく

る」のを助けることに他ならず，河川環境保全・再生の観

点からも本質的に不可欠な管理方針である．その実現のた

めには，土砂生産の場の適切な管理や土地利用との調整，

取水等の施設の移設や再編成などを伴うため，計画にあた

っては統合的な検討が求められる．
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Ex. ダムの延命処置としての土砂管理対策から脱却する必要あり．
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４）利水対策・渇水対策

水需要が逼迫している地域の利水対策として，河川を堰

止める貯水ダムによって新規水源を確保することは，堤体

や湖水の維持管理費や環境影響のデメリットならびにその

対策に必要な経費を将来の負債として残すことになるため

得策とは言えない．まずは水融通をはじめとする水系全体

の既存水資源の再調整・運用によって解決する必要がある

．また，琵琶湖ならびに各河川の渇水対策においても，淀

川大堰，瀬田川洗堰，貯水ダムの治水運用や維持流量など

を再調整することによって，緊急的な渇水に柔軟に対応す

る方法を検討する必要がある．
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Ex. 利水対策としての川上ダムの必要性に再検討の余地あり．

Ex. 渇水対策としての丹生ダムの必要性に再検討の余地あり．
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５）環境影響評価

ダムの環境影響評価を従来型の事業アセス方式で行なう

かぎり，流域全体の環境に及ぼす影響を適切に評価するこ

とはできない．たとえば，ダムの流況平滑化や土砂遮断に

よって生じる環境悪化は年々深刻となっており，各地で対

策が試みられている．これらの影響を軽減するためのコス

トは，今後増加の一途を辿ると予想される．新規ダム計画

の環境影響評価においてこのような環境コストを算定する

ためには，淀川流域全体の環境現状の把握と環境対策の必

要性を既存ダムの影響を加味して評価し直す必要がある．
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Ex. 穴あきダムの環境影響については，堤体の建設位置や構造な

らびにゲート操作によって流況や土砂動態にどのような影響を与え
るかについて評価が不十分である．
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竹門・中村・久・深町委員「流域の統合的管理システム」論点整理

第81回淀川水系流域委員会 20080630

流域の統合的管理システムの課題

１）統合的管理システムの構築手順
２）流域の情報集約・公開システムの構築
３）私権制限を伴う流域対策
４）狭窄部上流域の特例
５）省庁間・自治体間の調整
６）河川整備基本方針の改訂
















